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①カーブミラー設置 

 

＜対策＞ 

車の一時停止の目安となる指導線を検討。地区でも検討する。 

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。（承認番号 平 26情複、第 535号） 

この複製品を第三者がさらに複製する場合、国土地理院の長の承認を得なければならない。 
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③照明の設置 

 

＜対策＞ 

防犯灯（LED)の設置は市が行うが、 

電気代等の維持管理費は町内会で 

お願いします。 

設置する町内と話し合って道路課 

へ町内会より申請書の提出をお願 

いします。 

設置時期は、平成２８年度となるが平成２７年度予算上対応が可能な場合は対応 
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この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。（承認番号 平 26情複、第 535号） 

この複製品を第三者がさらに複製する場合、国土地理院の長の承認を得なければならない。 
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⑥照明の設置 

 

＜対策＞ 

防犯灯が数カ所ある為、地元 

でもう一度調整する。 

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。（承認番号 平 26情複、第 535号） 

この複製品を第三者がさらに複製する場合、国土地理院の長の承認を得なければならない。 
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⑦小学生通学時間帯に、車がかなりのスピードで走行して危険。交通安

全協会等で注意喚起、時間規制などができないか。「通学路スピード落と

せ」の標識を追加してほしい。 

 

＜対策＞ 

・通学路として分かるように、緑色でカラー舗装するなど検討 

・「スクールゾーン」、「時間規制」について、地区内で再度検討 

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。（承認番号 平 26情複、第 535号） 

この複製品を第三者がさらに複製する場合、国土地理院の長の承認を得なければならない。 


